
◆相談支援利用の流れ

市役所 利用者
相談支援事業所

（相談支援専門員）
サービス提供事業所

　　　　○この「相談支援利用の流れ」は一例です。様々な状況により、流れの変更があります。
　　　　○セルフプラン（自らサービス等利用計画を作成すること）は可能です。詳しくはお問い合わせください。
　　　　○必要書類については、子ども相談課または相談支援事業所にお問い合わせください。

新しくサービスを利用したい場合や困った事がある場合は、相談支援事業所または市役所子ど
も相談課に行きましょう。
利用したいサービスがある場合などは、サービス等利用計画を作成するために、相談支援事業
所に行きましょう。

あなたがサービス等利用計画作成を依頼したい事業所から説明を受け、利用契約を結びます。

相談支援専門員が自宅等に訪問して、あなたの夢やこれからの暮らしについて、また利用したい
児童通所支援サービス等や事業所の希望について聞き、サービス等利用計画案を作ります。

認定調査が必要な場合は、認定調査員があなたのところに来て質問をします。
それらを元にあなたの障害程度区分が決まります。
（注：児童通所支援サービスのみ利用の方は、認定調査は必要ありません）

① 相談受付

② 説明・契約

③アセスメント・サービス等利用計画案作成

④ 認定調査・区分認定

⑤ 支給申請（書類提出）

⑥ 支給決定

⑦ サービス担当者会議

⑧ サービス等利用計画作成

⑩ モニタリング

支給申請のため、市役所子ども相談課に書類を提出します。

子ども相談課は、サービス等利用計画案にもとづいて、利用できる児童通所支援サービス等の
内容や量を決定します。あなたの利用できる児童通所支援サービス等の内容や量が記された受
給者証が届きます。

相談支援専門員が受給者証やサービス等利用計画案にもとづいて、利用できる児童通所支援サ
ービス事業所や暮らしを応援してくれる人達を集めて会議を開きます。ここであなたの希望を
話してください。（会議は必要に応じて開催します）

サービス等利用計画案の通りに児童通所支援サービス等が利用できるかどうか確認します。で

きないときは修正し、正式なサービス等利用計画が決定されます。

サービス等利用計画にもとづいて、利用する児童通所支援サービス事業所と契約をし、サービ

スを利用します。

定期的に相談支援専門員が訪ねて、身体の具合や生活環境、児童通所支援サービス等の利用状
況を確認します。生活や身体の状況が変わったり、利用しているサービスの変更をしたい場合
は相談してください。

⑨ サービス利用開始


